
自　　令和４年４月１日

（金額単位：円）

合計 自動車配線作業 施設内軽作業 畑・管理作業 資材パッケージ作業 食品パッケージ作業

6,606,370 2,181,930 981,316 886,706 1,329,216 1,227,202

0

6,606,370 2,181,930 981,316 886,706 1,329,216 1,227,202

36,094,031 12,998,402 5,570,744 5,841,628 5,841,628 5,841,629

0

36,094,031 12,998,402 5,570,744 5,841,628 5,841,628 5,841,629

0

0

36,094,031 12,998,402 5,570,744 5,841,628 5,841,628 5,841,629

0

36,094,031 12,998,402 5,570,744 5,841,628 5,841,628 5,841,629

0

36,094,031 12,998,402 5,570,744 5,841,628 5,841,628 5,841,629

▲ 29,487,661 ▲ 10,816,472 ▲ 4,589,428 ▲ 4,954,922 ▲ 4,512,412 ▲ 4,614,427

※

※

（表１）就労支援事業別事業活動明細書

勘定科目

収
益

就労支援事業収益

就労支援事業活動収益　計

事業所名 トライピース

至　　令和５年３月３１日

就労支援事業の年間売上高が5,000万円以下であって、多種少額の生産活動を行う等の理由により、製造業務と販売業務に係る費用を区
分することが困難な事業所

　製品（商品）を仕入れて販売しない（製品等の棚卸管理を行わない）事業所については、期首・期末棚卸高、仕入高への計上は不要

　多種少額の生産活動を行う等の理由により、作業種別毎に区分することが困難な場合は、作業種別毎の区分を省略しても可

就労支援事業活動費用　計

就労支援事業活動増減差額

費
用

就労支援事業費

当期就労支援事業製造原価

当期就労支援事業仕入高

合　　　計

期末製品（商品）棚卸高

差　　　引

期首製品（商品）棚卸高



自　　令和４年４月１日

（金額単位：円）
合計 自動車配線作業 施設内軽作業 畑・管理作業 資材パッケージ作業 食品パッケージ作業

Ⅰ　材料費
１．期首材料棚卸高 0
２．当期材料仕入高 0

0 0 0 0 0 0
３．期末材料棚卸高 0

当期材料費 0 0 0 0 0 0
Ⅱ　労務費

１．利用者賃金 33,172,470 11,331,470 4,856,344 5,661,552 5,661,552 5,661,552
２．利用者工賃 0
３．就労支援事業指導員等給与　※ 0
４．就労支援事業指導員等賞与引当金繰入　※ 0
５．就労支援事業指導員等退職給付費用　※ 0
６．法定福利費 0

当期労務費 33,172,470 11,331,470 4,856,344 5,661,552 5,661,552 5,661,552
Ⅲ　外注加工費 0

（うち内部外注加工費） 0
当期外注加工費 0 0 0 0 0 0

Ⅳ　経費
１．福利厚生費 0
２．旅費交通費 0
３．器具什器費 0
４．消耗品費 0
５．印刷製本費 0
６．水道光熱費 231,912 162,338 69,574
７．燃料費 540,229 180,076 180,076 180,077
８．修繕費 0
９．通信運搬費 0
１０．受注活動費 0
１１．会議費 0
１２．損害保険料 0
１３．賃貸料 0
１４．図書・教育費 0
１５．租税公課 0
１６．減価償却費 0
１７．地代家賃 2,149,420 1,504,594 644,826

当期経費 2,921,561 1,666,932 714,400 180,076 180,076 180,077
当期就労支援総事業費 36,094,031 12,998,402 5,570,744 5,841,628 5,841,628 5,841,629
期首仕掛品棚卸高 0

合　　　計 36,094,031 12,998,402 5,570,744 5,841,628 5,841,628 5,841,629
期末仕掛品棚卸高 0
就労支援事業費 36,094,031 12,998,402 5,570,744 5,841,628 5,841,628 5,841,629

※

※ 　必要に応じて、勘定科目を追加のこと

事業所名

（表４）就労支援事業明細書

勘定科目

計　　　　　　　　　　　　　

トライピース

至　　令和５年３月３１日

　「就労支援事業指導員等」は、指定基準を超えて専ら就労支援事業に従事するものとして雇用している従業員で、公費（訓練等給付費）で評価され
ている職員は、「福祉事業会計」で処理する。

就労支援事業の年間売上高が5,000万円以下であって、多種少額の生産活動を行う等の理由により、製造業務と販売業務に係る費用を区
分することが困難な事業所


